
保険会社の更生手続の基本的な流れ 
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  ンシー・マージンの 
  不足を解消不能 
 
 (注)ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ： 
  通常の予測を超える 
   ﾘｽｸに対応するため 
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○補償対象保険金の弁済に関する

特例 

○特定補償対象契約の解約の受付

○特定補償対象契約以外の補償対

象契約に係る更生手続中に払い

込まれた保険料の保護

計画の遂行 

○資本金・基金の毀損 

○一般債権の削減 

生命保険会社契約者の優先権 

○責任準備金の削減（削減前の一定割合 

までの責任準備金額を確保） 

○予定利率の引下げ（同一水準の容認） 

○早期解約控除の設定（特定補償対象契約 

に係る早期解約控除の禁止） 

運用実績連動型保険契約に係る債権の 

他の保険契約に係る債権に対する有利取扱い 

○株式会社化（相互会社の場合） 

○救済保険持株会社等による株式の取得 等 

補
償
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（
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の
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ら
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の
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決

権
行
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保険業法手続による保険会社の破綻処理の基本的な流れ 
 
 

問 

題 

保 

険 

会 

社 

救
済
保
険
会
社
・
救
済
保
険
持
株
会
社
等 

事
業
継
続
困
難
で
あ
る
旨
の
監
督
当
局
へ
の
申
出

業務及び財産の管

理を命ずる処分 

保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得

責 任 準 備

金、ソルベ

ンシー・マ

ージンが不

足している

状態 

財務状況が極めて厳

しく、業務運営が著し

く不適切→保険業の

継続が保険契約者等

の保護に欠ける事態

を招くおそれ 

業
務
の
一
部
の
停
止
の
命
令 

保険管理人による管理

業務の停止 

（例外） 

－補償対象保険金支払

業務 

－特定補償対象契約解

約関連業務（処分か

ら３か月間）

保険契約者保護機構

○
補
償
対
象
保
険
金
の
支
払
に
係
る
資
金
援
助 

（
救
済
保
険
会
社
・
救
済
保
険
持
株
会
社
等
が
現
れ
な
い
場
合
）

保険契約の引受け

承継保険会社
保険契約の承継 

保険契約の再移転 

保険契約の再承継 

50％超

出資・

保有 

○資金援助 

・損害担保 

(注)ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ： 

通常の予測を超えるﾘｽｸに対応する

ための支払余力（資本金、基金、価

格変動準備金等） 

○資金援助 

・金銭贈与 

・資産の買取り

・損害担保 

（保険契約の管理及び処分の終了） 

○資金援助

・金銭贈与

・資産の 

買取り 

損失の 

補てん 

○保険契約の引受けに係る

保険特別勘定への繰入れ

協定に

基づく

資産の

買取り

整理回収機構

資産の買取り

の委託 

(注)損害担保： 

所定の資産に関し損失が生じた場合における、予め締結

された契約に基づく当該損失の補填（ﾛｽ・ｼｪｱﾘﾝｸﾞ）。 

（特定補償対象契約の解

約→当該契約に代わる

べき保険契約の他の保

険会社との締結） 

保険特別勘定に損失がある

ときの当該勘定への繰入れ 


